
HIGHLIGHTS2018
「新JICA」発足10年を迎えた2018年度。1年の動きのなかでJICAの主要なトピックスを紹介します。

開発途上国の発展を支える人材の育成を目的に「JICA開発大学
院連携」を開始しました。大学と連携し、各大学の通常の授業
科目に加えて、日本の近代の開発経験と戦後の援助実施国とし
ての知見の両面を学ぶ機会を提供しています。開発途上国から
の人材が体系的に日本を理解し、その知識を効果的に役立てて
母国発展のリーダーとして活躍すること、それを通じて日本と
の中長期的な関係が維持強化されることが期待されます。

日本発の国際イニシアティブである「アフリカ稲作振興のため
の共同体（CARD）」。JICAは、日本のお家芸ともいえる稲作技
術の支援を通じ、23の対象国を中心にコメの増産に貢献して
きました。その結果、2008年は1,400万tだったサブサハラ・
アフリカの年間コメ生産量が10年間で倍増し2,800万tを達成。
アフリカのコメ需要は生産を上回る勢いで増加しており、
2019年以降も引き続きCARDフェーズ2を支援していきます。

明治元年に日本人が初めてハワイに集団移住してから150年。
開国と民主的変革により、国民の自由なエネルギーの発揮が可
能となった明治時代以降、北米、中南米などへの移住者も新天
地で力を発揮し、新しい文明形成に重要な役割を果たしてきま
した。第2次世界大戦後の政府の移住政策による中南米などへ
の移住を促進してきたJICAには、日系社会の世代変遷にあわ
せ、従来の移住者支援事業をより魅力的にし、日系社会と日本
との絆をより一層深める連携事業の推進が求められています。

日本の開発の経験を
未来のリーダーに

アフリカのコメ生産を
10年間で2倍に！

日本人の海外移住から150年

2018年10月　JICA開発大学院連携が本格始動

2018年10月　第7回CARD本会合で成果を総括

2018年6月　北岡理事長が海外日系人大会で記念講演

JICA開発大学院連携のプログラムの一つである「日本理解プログラム」の様子

タンザニア：収穫時期を迎えた圃場にて

ハワイで行われた第59回海外日系人大会での記念講演
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4月 チリ：三井物産株式会社と赤潮対策事
業に関する業務委託契約を締結。企業
からの委託による事業実施は初

5月 ラオス：水道分野の技術協力プロジェ
クトで初めて埼玉県、さいたま市、横
浜市、川崎市と連携協定を締結

6月 アフリカ：「カイゼンハンドブック」完
成。さらなる普及へ

6月 ★日本人の海外移住から150年。北岡
理事長が海外日系人大会で記念講演

6月 コンゴ民主共和国：エボラ出血熱の流
行に対し国際緊急援助隊・感染症対策
チームを派遣

7月 ベトナム：日越大学初の卒業生56人巣
立つ

7月 新制度「中小企業・SDGsビジネス支
援事業」を導入。民間連携事業ウェブ
サイトもリニューアル

8月 ラオス：ビエンチャン国際空港ターミ
ナル引渡式。社会経済発展に貢献

9月 エジプト：「エジプト・日本学校」35校
が開校

10月 新JICA発足10年

10月 ★第7回CARD本会合で成果を総括。
アフリカのコメ生産、10年で倍増達成

10月 パレスチナ：20年ぶりの教科書改訂を
支援

10月 ★JICA開発大学院連携が本格始動

11月 総務省「テレワーク先駆者百選」に
JICAが選出

12月 ナウル：気象観測を開始。気象人材育
成支援の成果

12月 「予算執行管理強化に関する諮問委員
会」の最終報告書を受領

2019年

1月 セルビア：青年海外協力隊派遣開始

1月 ★インドネシア：日本の災害復興の経
験を生かして、開発計画調査型技術協
力を開始

2月 ★ラオス：初の民法典成立を祝う式典
開催

3月 インドネシア：国内初となる地下鉄開
通。円借款で支援

カレンダーで見る
2018年度の主要トピックス

2018年9月28日、インドネシアのスラウェシ島中部でマグニチュード7.5の
地震と津波が発生。JICAはテントや発電機などの緊急援助物資の供与に続き、
現地に調査団を派遣して、被害状況と支援ニーズを調査しました。続いてイン
ドネシア政府から要請を受けて支援した復興基本計画には、日本の災害復興の
経験が生かされています。2019年1月からは、復興基本計画を踏まえた復興
事業の実施により、より災害に強い地域づくりを支援しています。

Ｍ7.5中部スラウェシ州地震
発災直後から切れ目なく支援

2019年1月　日本の災害復興の経験を生かして、開発計画調査型技術協力を開始

民法といえば、財産や家族に関わることなど市民生活の基本的な事項を定めた
国家の根幹を成す法律です。ラオスでは2018年末、初めての民法典が国会で
成立しました。開始から20年を迎えたラオスへの法整備支援の大きな成果の
一つです。現役の検察官と弁護士が現地に長期赴任し、ラオスの法曹人材の育
成を進めながら、法案の起草を長年サポートしてきました。成立した民法典は
2020年に施行される見通しです。

日本の協力でラオスの民法典を策定

2019年2月　ラオスで初の民法典成立を祝う式典を開催

液状化による被害を受けた被災地パル

民法典の成立を祝う式典にて ★＝左で詳しく紹介しています
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